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議案第４号 
      令和５年度衣浦東部広域連合一般会計補正予算（第２号）について 
  令和５年度衣浦東部広域連合の一般会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。 
  （歳入歳出予算の補正） 
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４７，８５３千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ６，１４６，８５３千円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予 
算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により、翌年度

に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 
 （地方債の補正） 
第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 
  令和６年２月２０日提出 
                                     衣浦東部広域連合長  林  郁 夫 
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第２表　繰越明許費

（単位：千円）

第３表  地方債補正

変　更 （単位：千円）

款 項 事　業　名

 3 消防費

金　額

 1 消防費 車両等購入事業 49,830

政府資金等融
資条件に定め
のある場合は
その条件によ
り、銀行その
他の場合には
その債権者と
協定するもの
による。ただ
し、広域連合
財政の都合に
より据置期間
及び償還期限
を短縮し、若
しくは繰上償
還又は低利に
借換えするこ
とができる。

178,800
普通貸借
又　　は
証券発行

　4.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金等に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
利率見直し後
の利率）

政府資金等融
資条件に定め
のある場合は
その条件によ
り、銀行その
他の場合には
その債権者と
協定するもの
による。ただ
し、広域連合
財政の都合に
より据置期間
及び償還期限
を短縮し、若
しくは繰上償
還又は低利に
借換えするこ
とができる。

利率 償還の方法

車両等購
入事業

229,900
普通貸借
又　　は
証券発行

補　正　前 補　正　後

限度額
 起債の
方法

利率 償還の方法

　4.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金等に
ついて、利率
の見直しを
行った後にお
いては、当該
利率見直し後
の利率）

 3 消防費  1 消防費 貯水槽整備事業（安城市） 10,065

起債の
目的

限度額
 起債の
方法

59,895合　　　　　計
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給 与 費 明 細 書  

１ 一 般 職（会計年度任用職員以外の職員）  

 (1) 総  括  

                           （単位：千円） 

区 分 
職員数

(人) 

給  与  費 
共済費 合 計 備考 

報酬 給料 職員手当等 計 

補正後 
430 

〔21〕 
0 1,708,202 1,841,452 3,549,654 647,408 4,197,062 

 

補正前 
431 

〔21〕 
0 1,688,854 1,806,499 3,495,353 638,436 4,133,789 

 

比 較 
△1 

〔±0〕 
0 19,348 34,953 54,301 8,972 63,273 

 

〔 〕は、再任用短時間勤務職員の人数（外書）  

職員手

当等の

内訳 

区 分 
扶 養 

手 当 

地 域 

手 当 

住 居 

手 当 

通 勤 

手 当 

特殊勤務

手  当 

時間外 

勤務手当 

補正後 86,041 224,434 22,530 35,745 36,727 308,132 

補正前 83,200 220,768 25,691 34,244 33,277 308,996 

比 較 2,841 3,666 △3,161 1,501 3,450 △864 

区 分 

管理職員 

特別勤務 

手  当 

管理職 

手 当 

期 末 

手 当 

勤 勉 

手 当 

児 童 

手 当 

退職手当 

組合負担金 

補正後 1,892 69,278 421,892 335,068 52,845 246,868 

補正前 1,892 69,477 409,732 324,920 54,765 239,537 

比 較 0 △199 12,160 10,148 △1,920 7,331 
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 (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細  

                           （単位：千円） 

区分 増減額 増減事由別内訳 説 明 備考 

給 料 19,348 

給与改定

に伴う増

減分 

29,079 
給与改定の状況  本年度 0.96％ 

前年度 0.23％ 

 

その他の

増減分 
△9,731 

職員数 

一般職員    補正後 430 人 

補正前 431 人 

再任用職員   補正後  21 人 

補正前  21 人 

職員 

手当等 
34,953 

制度改正

に伴う増

減分 

28,971 

期末手当 

補正後 2.45〔1.375〕月分 

補正前 2.4 〔1.35〕月分        

 

勤勉手当 

補正後 2.05〔0.975〕月分 

補正前 2   〔0.95〕月分 

 
〔 〕は、再任用短時間勤務職員の

支給率  

 

その他の

増減分 
5,982 

職員数の減       △2,330 

その他の手当        8,312 

 

(3) 職員手当等の状況  

   期末手当・勤勉手当  

区分 
支給期別支給率 

支給率計 

(月分) 

職制上の段階､ 

職務の級等に 

よる加算措置 

備考 
6 月(月分) 12 月(月分) 

補正後 
2.2 

〔1.15〕 

2.3 

〔1.2〕 

4.5 

〔2.35〕 
有  

補正前 
2.2 

〔1.15〕 

2.2 

〔1.15〕 

4.4 

〔2.3〕 
有  

国の制度 
2.2 

〔1.15〕 

2.3 

〔1.2〕 

4.5 

〔2.35〕 
有  

〔 〕は、再任用短時間勤務職員の支給率  
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補正前の額 補正額 計

１ 普 通 債 428,396 423,176 398,600 △51,100 347,500

 (1) 消  防 428,396 423,176 398,600 △51,100 347,500

合　　計 428,396 423,176 398,600 △51,100 347,500

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高

当該年度中起債見込額

当 該 年 度 中  
前前年度末
現　在　高

前年度末
現 在 高

区　分
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並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書

補正前の額 補正額 計 補正前の額 補正額 計

127,004 △6,520 120,484 775,172 △44,580 730,592 80,400

127,004 △6,520 120,484 775,172 △44,580 730,592 80,400

127,004 △6,520 120,484 775,172 △44,580 730,592 80,400

  増 減 見 込 み

（単位：千円）

当該年度中元金償還見込額
当該年度末現在高見込額 備　　考

（繰越起債額）
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